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子育て応援課 0577-73-2458

情報の広場情報の広場

市では、マイナンバーカードの普及によりコンビニ等で住民票が取得できるなどの利便性向上と職員の働き方改革

の推進のため、市役所の窓口受付時間を変更します。

■変更後の窓口時間　9:00～16:30

■変　更　時　期　11月1日（金）から

■対　象　窓　口　市役所本庁舎、各振興事務所、ハートピア古川の市民対応窓口全般

　　　　　　　　　　※コンビニ等での交付機（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、Ｖドラッグ古川店、

　　　　　　　　　　　Ｖドラッグ神岡店、打保郵便局、東茂住郵便局、袖川郵便局）の利用は、従来どおり変更あり

　　　　　　　　　　　ません

■そ　　 の　　 他　市では、証明書等申請手続き方法の拡充を行っています

　　　　　　　　　　①コンビニ交付　

　　　　　　　　　　　マイナンバーカードを利用し、コンビニ等で下記証明書を取得できます。

　　　　　　　　　　　（住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍全部（個人）事項証明書（※）、戸籍の附

　　　　　　　　　　　票の写し（※）　※住所違いの場合も含む)

　　　　　　　　　　②住民票、戸籍等の郵便申請及びオンライン申請

　　　　　　　　　　　郵便又はオンラインにより証明書等の申請ができ、申請した証明書等は郵送で受け取りが

　　　　　　　　　　　できます。（郵便代実費負担必要）

　　　　　　　　　　③延長窓口の継続

　　　　　　　　　　　毎週月曜日の窓口延長は、事前予約制により継続します。また、パスポート申請及び受け取

　　　　　　　　　　　りは、16：00までの受付を16：30までとします。

■河合・宮川振興事務所　○日直の廃止　令和6年11月から

　の宿日直業務の廃止 　○宿直の廃止　令和7年4月から

11月1日（金）から　飛騨市役所の窓口受付時間が変更
お
知
ら
せ

市では、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、「中学校3年生の児童の保護者等に対し、対

象児童1人当たり3万円」を支給します。

■対 象 児 童　平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれで、令和6年9月30日現在で市内に住民登録がある児童

■支援金の額　対象児童1人につき、3万円を支給

■支給対象者　対象児童を監護し生計を同じくする保護者（原則、父母または同居の祖父母）

　　　　　　　※その他、児童養護施設等の設置者等も支給対象となる場合があります

■申請方法・支給方法

①対象児童を要件とした令和6年10月支給分の児童手当（特例給付含む）を飛騨市から受給した方は原則申請不要。

　・児童手当を受給する口座に振り込みます。

　・支援金の給付を希望しない場合の届出書を送付しますので、給付を希望しない場合は、案内に記載の期限までに

　　届出書を返送するか、窓口まで持参してください。

②上記①以外の方（公務員の方、児童手当の所得上限限度額以上の方、児童手当の受給者が市外に住所を有している

　世帯等）は、申請が必要です。支援金のご案内・申請書等を送付しますので、必要事項を記入の上、令和7年1月31日

　（金）（当日消印有効）までに返送してください。

　・申請書に記載の指定口座に振り込みます。

高等学校就学準備等支援金のご案内
お
知
ら
せ

総務課 0577-73-7461 河合振興事務所 0577-65-2221 宮川振興事務所 0577-63-2311
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納期漏れがないよう、ご注意くださ

い。

■口座振替の場合

　納期限前日までに残高の確認をお

　願いします。

■納付書の場合

　納付書に記載の金融機関、コンビ

　ニ、スマートフォン決済アプリ等

　で納付してください。

※毎月給与の支払いを受けている方

　は勤務先の事業所で給与から市県

　民税を差し引く方法による納税が

　できますので、事業主にご相談く

　ださい

市・県民税第3期分の

納期限は10月31日（木）

お
知
ら
せ

税務課

0577-73-3742

令和7年　飛騨市二十歳のつどい
お
知
ら
せ

あしなが育英会では、保護者が病気

や災害（道路上の交通事故を除く）、

自死などで死亡または保護者が1～5

級の障がい認定を受けていて経済的

な援助を必要としているご家庭の高

校生を対象に奨学金を給付していま

す。

■内容

　2025年度高校へ進学予定の中学3

　年生が対象

　月額　30,000円（給付）

　※成績は問いません

　※他の奨学金と同時に利用可能

　※申請書類は各中学校で受け取る

　　ことができます

■申請締切

　12月15日（日）　消印有効

「あしなが育英会」

 高校奨学生予約募集

募
　
集

あしなが育英会フリーダイヤル

0120-77-8565（平日9:00～16:00）

生涯学習課

0577-73-7495

未来を担う二十歳の青年たちが集う、「令和7年　二十歳のつどい」を開催

します。二十歳のつどいに関する最新情報は、市ホームページで随時お知

らせします。

■開催日時　令和7年1月3日（金）14:00～

■会　　場 【古川会場】飛騨市文化交流センター

　　　　　 【神岡会場】神岡町公民館

■対 象 者

　平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれで、飛騨市に住民登録のある　

　方、または令和元年度に飛騨市内の中学校などを卒業された方

■出欠確認

　対象者に、11月上旬にご案内を送付します。

　案内に掲載の回答フォームより出欠をご報告ください。

飛騨のお酒を飲み比べたことはあり

ますか？多種多様なお酒を造ってい

ますが、飛騨らしいお酒ってどんな

味わいでしょうか？古川と高山のお

酒の違いなど、お酒に関する疑問に

酒屋が答えます。日本酒の試飲もご

用意しています。

■日　時　10月29日（火）

　　　　　19:00～21:00

■場　所　古川町公民館

■定　員　20名（先着順）

■講　師　坂本雄一（坂本酒店代表

　　　　　取締役社長）

■参加費　2,500円

■申込方法

　右コードからお申し込

　みください。

公民館講座～飛騨の地質

が育む、水と酒と文化～

募
　
集

生涯学習課

0577-73-7495

朝日新聞が提供する教育講座です。

「読解力」、「情報処理力」、「表

現力」を鍛え、親子で楽しく取り組

める勉強方法を紹介します。

「子どもが文章をすらすら書けるよ

うになった！」と全国各地で好評で

す。

■日時　11月10日（日）

　　　　13:30～15:30（開場13:00）

■場所　飛騨市図書館

■対象　小学1年～中学3年

■定員　親子ペア　10組

■参加費　無料

■申込方法

　電話でお申し込みください。

公民館講座　ちゃれんじ！

親子で作文・スクラップ教室

募
　
集

生涯学習課

0577-73-7495
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パソコンの基本操作や一般的なアプ

リケーションの使い方、障がいに応

じた入力支援機器の相談など、電話、

訪問にて対応します。お気軽にお問

い合わせください。（相談無料）

■対象者　飛騨市在住で障害者手帳

　　　　　をお持ちの方

障がいがある方のパソコン

利用をサポート

お
知
ら
せ

0577-34-1316

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ

飛騨警察署からのお知らせ

飛騨警察署

0577-73-0110

市内において、貴金属、被服の買取業

者を名乗って各家庭に訪問し、強引に

買取を行う、買取物品を窃取しようと

する事案が発生しています。

業者の訪問自体は違法ではありません

が、対応に不安があれば家族に即連絡、

訪問してきた者が不審であれば警察署

等に通報してください。

また、対応に際しては、以下を徹底し

てください。

 ・安易に室内にはいれないこと

 ・物品をその場に出したまま席を離

　れないこと

悪質な買取業者に注意！輸血用血液の安定的な確保が難しく

なっています。

輸血に使用する血液は、まだ人工的

に造ることができず、長期保存する

こともできません。多くの方々のご

協力をお願いします。

献血にご協力ください
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

日　時 場　所

11月8日（金）

14:00～16:00
飛騨市役所

市民の皆さんが探究的な学びやワクワクする取り組み

の主体者となる機運を高めることを目的とした学びの

祭典「飛騨市探究フェス2024」を開催します。

■日時　11 月 17 日（日）9:00 ～ 13:00

■内容　市内小中高校生・大人による探究活動の発表・

　　　　展示

■メインプログラム

　〇場所　飛騨市役所西庁舎 3階大会議室

　　 9:15 ～  9:25　オープニング

　　 9:30 ～ 12:10　各グループによる探究実践発表

　　12:10 ～ 12:30　市長による全体講評・閉会

■企画ブース

　〇場所　飛騨市図書館

　　市内小中高特支・団体の

　　活動や作品など各々の探

　　究活動をご紹介します

飛騨市探究フェス2024
イ
ベ
ン
ト

今年もえごま月間を開催します！期間中は市内飲食店

等で「えごま」を使ったメニューの提供や豪華景品が当

たるスタンプラリーを開催します！

また、親子向けおはぎ作り教室も開催予定ですので、懐

かしの味をお孫さんやお子さんと楽しみませんか？

えごま月間について詳しくは飛騨市食の総合サイト

HIDAICHI(下コード)をご覧ください。

■開催期間

　11月1日（金）～ 30日（土)

食欲の秋がやってきた！

えごま月間2024を開催します！

イ
ベ
ン
ト

食のまちづくり推進課 0577-62-9010 学校教育課 0577-73-7494

何か売ってください。

宝石見せてください。
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飛騨市図書館 0577-73-5600

神岡図書館 0578-82-1764

■日時　10月26日（土）～11月4日

　（月・祝）9:00～19:00

※日曜16:00まで

※10月28日(月)は休館

■場所

　飛騨市図書館　2階にじのひろば

　神岡図書館　そらのひろば

■その他

・飛騨市図書館では製本した新聞（

　中日新聞・岐阜新聞）も無料でお

　譲りします

・冊数制限はありません

・持ち帰り用の袋や箱は各自ご用意

　ください

・受け取った本は、個人の責任で管

　理し、営利目的で使用しないでく

　ださい。また、受け取った本は図

　書館に返すことはできません

図書館で不要になった本を

無料でお譲りします

お
知
ら
せ

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ

『賞状の書き方　上達レッスン　新版』
清水克信/監修　メイツユニバーサルコンテンツ

表彰状や感謝状、卒業証書など様々な

賞状の書き方がこの1冊でよくわかり

ます。毛筆で文字を書く時のワンポイ

ントアドバイスもあり、きれいな字が

書けそうです。

子ども向けのオススメ

『小学生のうちから知ってお
　きたい　著作権の基本』

宮武久佳/著　杉本龍一郎/イラスト　カンゼン

ネットの普及で動画や写真など、いろ

んなものを簡単に公開できる時代に

読んでおきたい1冊。何ができて何を

したらダメなのかが簡単に学べます。

飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

図 書 館 に お い で よ

飛騨市美術館 0577-73-3288

田中一郎は昭和10年、東京武蔵野写真学校で学び、昭和12年に帰郷、高山市で「田中スタジオ」を開業し、昭和52年には

歴史ある美術団体の会員に認定されました。

本展では高山や古川の街の日常を生きる人々の姿、暮らし、街並みを美しく撮り続けてきた作品を紹介します。

■期間　令和6年10月26日（土）～

　　　　令和7年2月2日（日）

■時間　9：00～17：00　　※入場は16：30まで

■会場　飛騨市美術館第一展示室、多目的室

■その他

〇11月3日（日・祝）　14：00～　入館無料

　トークイベント「田中一郎の写真の魅力」　パネラー：朝倉圭一氏、浅野翼氏

〇11月24日（日）　　10：00～、14：00～　参加無料（入館料必要）

　柳本尚規氏によるギャラリートーク　

〇12月15日（日）　　14：00～　入館無料

　講座「田中一郎の写真にみる古川町の歴史・街並み」　講師：本永義博氏

■入館料　一般200円

　　　　　高校生以下無料

■休館日　月曜（月曜が祝日

　　　　　の場合は翌平日）

　　　　　年末年始

飛騨市美術館　企画展覧会

「田中 一郎写真展　～日常をみるまなざし　街・こども・暮らし～」

イ
ベ
ン
ト

「古川町」（昭和31年）

「孫」（昭和29年）

10
2024年10月号
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子育ての小さな悩みや不安の積み重ねなど、さまざまな

理由で起こる児童虐待は親子を傷つけ苦しめます。この

ような児童虐待を防ぐ第一歩は、相談することです。

あなた自身が出産や子育てに悩んだら

周りの親子で気になる様子などがあれば

虐待を受けたと思われる子どもがいたら

勇気をだして次の相談窓口へ相談・連絡してください。

※連絡は匿名で行うことも可能です

※連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます

■相談窓口

 ・児童相談所虐待対応ダイヤル　　189（いちはやく）

 ・飛騨子ども相談センター　　　　0577-32-0594

 ・ひだ子ども家庭支援センターぱすてる

　　　　　　　　　　　　　　　　0577-37-1061

 ・子育て応援課　　　　　　　　　0577-73-2458

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推

進キャンペーン」期間

お
知
ら
せ

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動期

間」、11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。配

偶者等からの暴力（DV）、性犯罪・性暴力、ストーカー行

為などの女性への暴力は決して許されません。

もしも自分自身やあなたの周りの人が悩んでいたら、勇

気を出して相談窓口にご相談ください。

11月は女性に対する暴力をなくす運動期間
お
知
ら
せ

子育て応援課

0577-73-2458

子育て応援課

0577-73-2458

市内における個人やサークル、地域団体等が主催する

イベントやメンバー募集、地域の出来事等の情報を発

信する場として、ホームページ上に『市民掲示板』を

開設しています。

利用にあたっては、市ホームページに掲載している利

用規約を確認の上、ご活用ください。

■掲載できる内容

　イベント告知、会員募集、まちの話題など営利目的で

　ないもの

■掲載方法

　市ホームページのフォームよりお知らせください。

　詳細は下コードから市ホームページをご覧ください。

『市民掲示板』をご活用ください
お
知
ら
せ

普段から薬や健康に関して、いつでも相談できる「かか

りつけ薬局・薬剤師」を決めておきましょう。

薬局は、処方箋の調剤だけでなく、重複投薬の防止、残薬

の整理、調剤後のフォローアップ、健康サポート機能も

担っています。複数の医療機関から処方箋をもらった場

合でも、自分で選んだ 1ヵ所の薬局に処方箋を持ってい

きましょう。

薬に関する話題や役立つ情報は「おくすりe情報」＜厚生

労働省＞を下コードよりご覧ください。

10月17日～10月23日は『薬と健康の週間』
お
知
ら
せ

古川町保健センター

0577-73-2948

総合政策課

0577-62-8880

■相談窓口

 ・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ

　支援センター　　　＃8891

 ・ＤＶ相談ナビ　　　＃8008

 ・ＤＶ相談ナビ＋　　0120-279-889

 ・配偶者暴力相談支援センター　　0577-36-2531

 ・岐阜県女性相談支援センター　　058-213-2131

 ・子育て応援課　　　　　　　　　0577-73-2458

おくすりe情報
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11/6(水)
10:00～
 15:00

総務課
☎0577-73-7461

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員による消費生活相談)

飛騨市役所

■敷金　家賃の3カ月分　　■申込期間　10月24日(木)～10月31日(木)　　■入居予定日　12月1日(日)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

・申込書は、本人または同居予定者の方が建築住宅課または各振興事務所まで直接ご提出ください

市営住宅入居者の募集
募
　
集

建築住宅課 0577-73-0153（古川・河合・宮川） 神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

相談名 ・相談内容 実施日 場所時間 問い合わせ

相談コーナー

13:30～
 15:30

11/14(木)
9:00～
 12:00

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（月～金）

もの忘れ相談【要予約】
・もの忘れや認知症の相談
・受診や介護の相談など 11/27(水)

9:00～
 15:00

オレンジの森
古川町新栄町11-5ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

13:30～
 15:30

11/28(木)
9:00～
 12:00

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

11/13(水)
9:00～
 12:00

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

オレンジ相談なないろ
神岡町殿789-4　旧工藤医院

11/7(木)
古川町保健センター
☎0577-73-2948

こころの相談室【要予約】
（精神保健福祉士によるこころの相談）

ハートピア古川
13:30～
 15:30

11/27(水)
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

こころの健康相談【要予約】
（精神科医師によるこころの相談）

13:30～
 15:30

神岡町保健センター

11/20(水)
9:00～
 15:00

認知症地域支援推進員
☎080-7095-6575（月～金）

脳体力測定　
および　脳トレ【要予約】

11/27(水)
9:00～
 12:00

オレンジ相談なないろ
神岡町殿789-4　旧工藤医院

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

オレンジの森
古川町新栄町11-5ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

10:00～
 17:00

古川町商工会
ビジネスサポート相談【要予約】
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

古川町商工会
☎0577-73-2624

ハローワーク出張相談【予約不要】
(職業相談、シルバー人材入会説明)

11/5(火)、6(水)

19(火)、20(水)

13:00～
 16:00

古川町公民館若者就労相談【要予約】
(若者を対象とした就労相談)

11/6(水)、13(水)
20(水)、27(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

11/26(火)
11:00～
 15:00

古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

11/11(月)
13:00～
 15:00

神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

11/20(水)
13:00～
 17:00

神岡商工会議所
商工課
☎0577-62-8901

すこやか館
河合町角川318

宮川町公民館
宮川町林50-1

会場に来場できない方に

は、相談員が訪問します。

予約時に訪問希望と伝え

てください。

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（コード）

です。電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

こころといのちの

相談窓口

・タブレットを使用した脳トレ
・生活の工夫をアドバイス

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃
駐車場使用料、共益費別途

諏訪田団地Ｂ棟

公営

（世帯用）1戸

古川町杉崎

ＲＣ造5階建

2ＤＫ

杉崎団地

公営

（世帯用）1戸

古川町杉崎

木造2階建

4ＤＫ

新栄町団地

特公賃

（世帯用）2戸

古川町新栄町

Ｓ造3階建

3ＤＫ

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途

諏訪田団地Ａ棟

特公賃

（世帯用）2戸

古川町杉崎

ＲＣ造5階建

2ＬＤＫ

駐車場使用料、共益費別途

サンアルプ旭Ｃ棟

公営

（世帯用）1戸

神岡町殿

ＲＣ造6階建

2ＤＫ

駐車場使用料、共益費別途 駐車場使用料、共益費別途

山之村団地

公営

（世帯用）2戸

神岡町森茂

木造2階建

2ＬＤＫ

森茂住宅

特定

（単身用）3戸

神岡町森茂

木造2階建

1Ｋ

昭和町団地

地優賃

（世帯用）1戸

神岡町殿

ＲＣ造4階建

2ＤＫ

杉原団地

公営

（世帯用）1戸

宮川町杉原

木造2階建

4ＤＫ

共益費別途 共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途

入居者の所得に応じて決定

サンアルプ旭Ｂ棟

公営

（世帯用）1戸

神岡町殿

ＲＣ造6階建

3ＤＫ

サンアルプ旭Ａ棟

特公賃

（世帯用）3戸

神岡町殿

ＲＣ造6階建

3ＬＤＫ
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情報の広場情報の広場

■市内の小中学校での防災授業

　各学校のカリキュラム等に合わ

せ、授業の一環で防災のサポートを

することもあります。

■防災タウンウォッチング

　飛騨市内を歩いて、防災ミッショ

ンに挑んでいくイベントです。AEDの

場所や公衆電話の使い方など実際に

見て学びます。

■防災士のスキルアップ勉強会

　防災知識のスキルアップを目的と

して、月1、2回自主勉強会を行ってい

ます。初回は「防災講座ってどんなも

の？」と題して防災講座の作成を行

いました。
小学校での防災授業の様子

おまかせさん

飛騨の
おまかせさん

飛騨の防災防災

　防災士があなたの地区へ、寄

り合いへ、会社へ、出前講座をす

ることができます。ぜひ、お気軽

にお申し込みください。講師料

が必要です。

〇出前講座例

 ・飛騨市防災ハンドブックの説

  明

 ・防災カードゲーム

その他、要望に合わせてオリジ

ナル講座を行うことも可能で

す。

　災害はいつ発生するか予測が難しいため、各家庭でも備えが進められてい

ることと思います。今回は飛騨市防災士会が、防災意識向上のための取り組

みや研修を紹介します。

出前防災講座を
活用しよう

【お問い合わせ】

hidashi.bousaishikai@gmail.com

建築住宅課 0577-73-0153

市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第2条第2項に規定する特

定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できない

ため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告しました。

■公告の日　　令和6年9月27日　（令和6年飛騨市告示第312号）

⑴　所 在 地　　飛騨市神岡町釜崎字不動谷向12番地2

⑵　家屋番号　　12番2

⑶　種　　類　　居宅

⑷　構　　造　　木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建

⑸　床 面 積　　109.25平方メートル

1.対象となる建築物の

　概要

特定空家等に対する略式代執行に係る公告
お
知
ら
せ

当該建築物（基礎部分を除く）について3の期限までに除却すること。2.所有者等が行うべき

　措置の内容

所有者等が3の期限までに2の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により市長

又は市長が命じた者若しくは委任した者（以下「市長等」という。）が、2の措置を行う。

4.飛驒市長による措置

市長等が2の措置を行うときは、当該建築物及びその敷地に残置されている動産等を撤

去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し、又

はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先に通知すること。

5.動産等の取扱い

令和6年10月28日3.措置の期限

建築住宅課　電話：0577-73-0153（直通） 0577-73-2111（代表） FAX：0577-73-75006.問合せ先


